
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

二

四

〇

号

「
外
務
省
員
手
帳
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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「
外
務
省
員
手
帳
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
四
月
十
三
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
二
十
一
日
に
答

弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

公
文
書
の
定
義
如
何
。

二

「
外
務
省
員
手
帳
」
は
公
文
書
か
。

三

こ
れ
ま
で
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
の
発
行
年
月
と
作
成
部
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

最
新
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
の
作
成
に
か
か
っ
た
経
費
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
最
新
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
が
平
成
十
五
年
六
月
に
作
成
さ
れ
、
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
省
が
平
成
十
八
年
四
月
七
日
付
文
書
で
国
会
議
員
か
ら
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
に
関
す
る

資
料
の
提
供
の
要
求
を
拒
否
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
が
「
国
会
議
員
か
ら
の

資
料
の
提
供
の
要
求
に
つ
い
て
、
提
供
す
べ
き
資
料
の
範
囲
が
法
令
上
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
外
務
省
と
し

て
も
、
可
能
な
限
り
協
力
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秘
密
指
定
の
な
さ
れ
て

い
な
い
「
外
務
省
員
手
帳
」
に
関
す
る
資
料
の
提
供
の
要
求
を
拒
否
し
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

一



六

五
の
国
会
議
員
か
ら
の
資
料
の
提
供
の
要
求
を
外
務
省
が
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
知
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と

の
認
識
を
政
府
は
有
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


